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（
内
閣
委
員
会
）

内
閣
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
内
閣
官
房
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
関
す
る
総
合
調
整
機
能
を
強
化
す
る
た
め
内
閣
官
房
に
特
別

職
の
国
家
公
務
員
と
し
て
内
閣
情
報
通
信
政
策
監
を
置
く
と
と
も
に
、
内
閣
情
報
通
信
政
策
監
を
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
社
会
推
進
戦
略
本
部
の
本
部
員
に
加
え
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

一
、
内
閣
法
の
一
部
改
正

１

内
閣
官
房
に
内
閣
情
報
通
信
政
策
監
を
一
人
置
く
。

２

内
閣
情
報
通
信
政
策
監
は
、
内
閣
官
房
長
官
及
び
内
閣
官
房
副
長
官
を
助
け
、
命
を
受
け
て
内
閣
官
房
の
事
務
の
う
ち

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
国
民
の
利
便
性
の
向
上
及
び
行
政
運
営
の
改
善
に
関
す
る
も
の
を
統
理
す
る
。

二
、
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
形
成
基
本
法
の
一
部
改
正

１

高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
推
進
戦
略
本
部
（
以
下
「
本
部
」
と
い
う

）
に
置
か
れ
る
本
部
員
に
内
閣
情
報

。

通
信
政
策
監
を
加
え
る
。
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２

内
閣
総
理
大
臣
を
も
っ
て
充
て
る
本
部
の
長
（
以
下
「
本
部
長
」
と
い
う

）
は
、
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社

。

会
の
形
成
に
関
す
る
重
要
施
策
の
実
施
の
推
進
に
関
し
、
府
省
横
断
的
な
計
画
の
作
成
、
関
係
行
政
機
関
の
経
費
の
見
積

り
の
方
針
の
作
成
、
施
策
の
実
施
に
関
す
る
指
針
の
作
成
及
び
施
策
の
評
価
に
係
る
事
務
並
び
に
関
係
行
政
機
関
、
地
方

公
共
団
体
及
び
独
立
行
政
法
人
の
長
並
び
に
特
殊
法
人
の
代
表
者
に
対
す
る
資
料
の
提
出
そ
の
他
の
協
力
の
求
め
に
係
る

事
務
を
内
閣
情
報
通
信
政
策
監
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

内
閣
情
報
通
信
政
策
監
は
、
２
の
事
務
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
本
部
長
に
対
し
、

当
該
事
務
に
関
し
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

本
部
長
は
、
内
閣
情
報
通
信
政
策
監
が
２
の
事
務
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
務
の
適
切
な
実
施
を
図
る
た
め
に

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣
情
報
通
信
政
策
監
に
対
し
、
当
該
事
務
の
実
施
状
況
そ
の
他
必
要
な
事
項
の
報
告

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
本
部
長
は
、
内
閣
情
報
通
信
政
策
監
の
意
見
及
び
報
告
に
基
づ
き
、
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

地
方
公
共
団
体
は
、
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
の
形
成
に
関
す
る
施
策
の
策
定
ま
た
は
実
施
の
た
め
に
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
本
部
に
対
し
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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６

本
部
は
、
５
の
協
力
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
求
め
に
応
じ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

三
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
本
法
律
案
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
内
閣
情
報
通
信
政
策
監
に
対
す
る
事
務
の
委
任
主
体
を
本
部
長
と
す
る
と
と

も
に
、
本
部
長
は
、
関
係
行
政
機
関
、
地
方
公
共
団
体
及
び
独
立
行
政
法
人
の
長
並
び
に
特
殊
法
人
の
代
表
者
に
対
す
る
資
料

の
提
出
そ
の
他
の
協
力
の
求
め
に
係
る
事
務
を
内
閣
情
報
通
信
政
策
監
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
本
部
長
は
、
内
閣

情
報
通
信
政
策
監
の
意
見
及
び
報
告
に
基
づ
き
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
勧
告
す
る

、

、

。

こ
と
が
で
き
る
こ
と

施
行
期
日
に
つ
い
て
一
部
を
除
き

公
布
の
日
に
改
め
る
こ
と
を
主
な
内
容
と
す
る
修
正
が
行
わ
れ
た


